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次期総合計画の策定に向けて

流山市議会議員 議会報告会 中部地区

（小田桐仙／中川弘／藤井俊行／斉藤真理／

石原修治／近藤美保／野田宏規）

総合計画とは…

総合計画は地方自治体の全ての計画の最上位となり、
地方自治体運営の方向性の基本に位置付けられる計画。

まちの将来像とその施策体制等が記述され、
長期展望にたった、計画的かつ効率的な行政運営の指針となる。

改正前地方自治法第2条第4項
「市町村は、その事務を処理するに当たっては、

議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な
行政の運営を図るための基本構想を定め、

これに即して行うようにしなければならない」

に起因しており、地方自治法が改正されて策定義務がなくなった今も、
地方自治体運営の重要な役割を担っている。

総合計画の策定へ向けて 総合計画策定のスケジュール
・市民意識調査 ：平成３０年５月１８日締切
・市民活動団体アンケート：平成３０年５月３１日締切
・無作為抽出型市民会議 ：平成３０年６月１６日１７日実施
・事業者懇談会 ：平成３０年６月２２日実施
・中学生意見交換会 ：平成３０年８月１日実施
・総合計画審議会 ：平成３０年９月２８日から１２月１７日まで実施
・タウンミーティング ：平成３１年９月１４日１５日実施
・パブリックコメント ：平成３１年９月３０日締切
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基本構想

基本計画

（令和2年度

～11年度）

実施計画

（3年間で毎年ローリング）

総合計画の構造

・・・総合計画の基本理念。期間の定めはないが、

・・・総合計画の施策の体系的概要。期間は１０年。

・・・総合計画の政策指針。期間は１０年で、

毎年３年分を作り直す。

逐一、検討する。

前回までの総合計画と今回の総合計画の違い

・実施期間が２０年間から１０年間に。

・実施計画が３年ごとのローリング方式に。

・市議会の議題となる「総合計画」自体は簡素化され、
その説明書を別添するかたちに。

ご清聴ありがとうございました！
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幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、事前の申請が必要な場合があります。保護者の方と事業所で申請内容が異なりますので、
詳細は市ホームページをご確認ください。　■問 保育課☎7150－6124　保護者の方…　　　　　　、事業所の方…

幼児教育・保育の
無償化の事前申請

パブリックコメントなどにご意見を!パブリックコメントなどにご意見を!パブリックコメントなどにご意見を!パブリックコメントなどにご意見を!

（令和2年度～11年度）（令和2年度～11年度）

（3カ年計画で毎年ローリング方式）（3カ年計画で毎年ローリング方式）

1022002 1022453

新たな「流山市総合計画」の素案に
皆さんのご意見をお聴かせください!
新たな「流山市総合計画」の素案に
皆さんのご意見をお聴かせください!
　総合計画については、市民会議や市民意識調査などを通して策定作業を進めて
います。このたび総合計画の基本構想・基本計画の素案がまとまりましたので、今
号ではその概要を紹介します。皆さんのご意見、ご提案などを踏まえて計画の最
終案を策定し、令和元年市議会第4回定例会に議案として提出していく予定です。
　企画政策課☎7150－6064

　総合計画については、市民会議や市民意識調査などを通して策定作業を進めて
います。このたび総合計画の基本構想・基本計画の素案がまとまりましたので、今
号ではその概要を紹介します。皆さんのご意見、ご提案などを踏まえて計画の最
終案を策定し、令和元年市議会第4回定例会に議案として提出していく予定です。
　企画政策課☎7150－6064問 1022588

総合計画はどんなものなの？
　総合計画は、市政経営を総合的・計画的に進めるための流山市の最上位計
画です。構成は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の3層構造となります。

　流山市の将来的なビジョンとして「目指すまちの
イメージ」を示し、それを実現するための「まちづく
りの基本理念」と「まちづくりの基本政策」を定める
ものです。

　基本構想に示す「目指すまちのイメージ」
の実現に向けて、「まちづくりの基本政策」に
基づき、施策を体系別に整理するものです。

　基本計画で定めた施策を推進する
ための具体的な事業を定めるもので
す。
※基本構想・基本計画の議決後、策
定します。

基本構想 　「流山市がどんなまちを目指すのか」という将来ビジョンを定めます。

基本計画 6つの基本政策に基づき26の施策を体系的にまとめたものです。

基本
構想
基本
構想
基本
構想
基本
構想

基本計画基本計画基本計画基本計画

実施計画実施計画実施計画実施計画

①健全な財政運営　②効果的な資産活用　③機能的な組織と人材育成
④生産性の向上と新たな付加価値の創造

まちづくりの基本理念

市民の知恵と力が活きるまちづくり
市民が誇りと歓びを持てるまちづくり
市民・都市・コミュニティが健康なまちづくり

今
回
の
素
案
部
分

目指すまちのイメージ
まちづくりの基本政策

安心・安全で快適に
暮らせるまち

賑わいと魅力の
あるまち

生きがいを持って健康・
長寿に暮らせるまち

誰もが自分らしく
暮らせるまち

良質な住環境のなか
で暮らせるまち

子どもをみんなで
育むまち

にぎ

市政経営の基本方針 総合計画を推進するため、次の4つの基本方針を定めています。

消費者と働き手にとって魅力のある事業者や店舗を充実させる
都市農業の多面的機能を活かし、生産性や収益性を高める農業の振興
を図る
地域資源を活用し、交流人口の拡大を図る

地域経済
農業

ツーリズム

1
２

3

4.賑わいと魅力のあるまち

高齢者が住み慣れた地域のなかで、いつまでも自分らしく生き生きと暮ら
せるまちをつくる
障害者等が、地域や家庭のなかで、自分らしく自立した生活を送ることが
できるまちをつくる
自助・共助・公助の役割分担のもと地域の“チカラ”を高める
すべての市民が国籍や性別などにかかわらず、互いの人権を尊重し合え
る社会をつくる

高齢者福祉

障害福祉

地域福祉
共生社会

1

２

3
4

5.誰もが自分らしく暮らせるまち

すべての子どもが健やかに育ち、地域全体で子育てできるまちをつくる

学びに向かう力と自立する子どもを育む

子ども・
子育て
学校教育

1

２

6.子どもをみんなで育むまち

自助・共助・公助による防災体制の整備を進め、災害時の被害を最小限に
抑える
火災や事故などの災害から、市民の生命と財産を守る
交通事故や犯罪、消費者トラブルなどから市民生活を守る

地域コミュニティの活性化を図り、協働・連携を通して地域課題に取り組む

防災

消防・救急
交通安全・防犯・
消費生活
地域コミュニティ・
市民協働

1

２
3

4

1.安心･安全で快適に暮らせるまち

2.生きがいを持って健康･長寿に暮らせるまち
健康・医療
生涯学習
文化芸術・歴史

スポーツ

1
２
3

4

生涯を通じて心身ともに健やかに暮らせる市民の健康をつくる
市民一人ひとりが生涯学習活動を通して人生を豊かにできる
文化芸術や歴史に親しむ機会を創出するとともに、歴史的文化的遺産を
次世代へ伝える
スポーツを通じた市民の健康と体力の維持・増進を図る

3.良質な住環境のなかで暮らせるまち
市民に潤いと安らぎを与える緑の保全・創出に取り組む

地域の特性を活かした魅力ある街並みを創出する
　
安全で円滑に移動できる道路網と道路環境を整備する
大雨時の洪水氾濫・内水氾濫による被害を最小限に抑える
安全な水道水を安定的に供給するとともに、衛生的な下水道サービスを
提供する
交通ネットワークの充実と利便性の向上を図る
多様な世代・世帯が安心して住み続けられる住まいを確保する
地球環境にやさしい、快適な生活環境をつくる
ごみの発生量を減らし、資源を有効に利用する循環型のまちをつくる

みどり・
生物多様性
市街地整備・
景観
道路
河川・排水
上下水道

交通
住宅
生活環境
廃棄物 

1

２

3
4
5

6
7
8
9

　総合計画の基本構想・基本計画の素案に対し、ご意見をいただく機会として
パブリックコメントやタウンミーティングがあります（詳細は2面参照）。
　よりよい計画のため、ぜひ皆さんのご意見をお聴かせください。

い

よろこ

にぎ
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人口・世帯（    ）内は前月比／前年同月比
（＋ 464／＋ 4,471）   人306,391＝計合

　男　＝ 95,590人  （＋ 233／＋ 2,173）
　女　＝ 98,013人  （＋ 231／＋ 2,298） 
世帯＝ 81,297世帯  （＋ 220／＋ 2,569）
予算
一　般　会　計 ＝ 605億1,496万3千円
特別・公営企業会計＝ 432億7,769万1千円

市の人口と予算 〈9月1日現在〉
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